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令和８年度 就学援助制度 一般２申請期限のご案内

平素は本校の教育活動の推進にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、昨年度中に「令和８年度（2026年度）就学援助制度のお知らせ」を配付し、就学援助についてご案内させていただきましたが、いよいよ一般２申請期限が迫ってまいりました。
援助をご希望で申請がまだお済みでない方は、下記のとおりお手続きいただきますようお願いいたします。

記

１　提出書類
1 【令和８年度（2026年度）就学援助申請書兼世帯状況票】
2 【申請理由を証明する書類】

２　申請受付締切日　令和８年６月３０日（火）

	　受付期間以降に申請された場合は申請日からの認定となりますので、それ以前に購入・
実施した教材費や行事費用は支給されません。ご注意ください。



３　その他
・昨年度に認定されていた方でも、毎年あらためて申請が必要です。
　※修学旅行の費用は就学援助費からの支給ですので、必ず申請が必要です。
・生活保護を受けておられる方も、必ず毎年申請してください。
[bookmark: _Hlk137031827]　※生活保護が廃止された場合、翌日からすぐに就学援助費が支給されます。
　　　・申請書は一世帯で一枚の提出です。
　　　・認否結果は、申請者の方あてに教育委員会事務局から直接、通知書が郵送
されます。

	　修学旅行の費用は実施後での支給となりますので、積立金は該当月に納入していただきますようお願いいたします。
　また、ＰＴＡ会費は支給対象ではありませんので、こちらも必ず該当月に納入をお願いいたします。


　　　
４　ご不明な点がございましたら、城東中学校　事務管理室（TEL：06-6963-0811）
までご連絡ください。
